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（2）検討に際しての前提   

O「基本的考え方」に基づき、すべての子どもの健やかな育ちの支援を基本に置くこと、  生を踏まえること、人口  

3ト保育をとりまく近年の社会環境の変化（検討の背景  

の保育需要の飛躍的増大   

加・・・特に支援を要する子どもの措置としての性格から、多くの子育て家庭が広く一般的に利用するサービスヘ  
未就学児のいる母親の「就業希望の高さ」と現実の「就業率の低さ」との大きなギャップ   大きなさ  

→女性の就業率の高まりに対応し、子どもに健やかな育ちを支える環境を保障するためには、スピード ある抜本的拡充が不 

様化  

女 性の相当部分はパート等非正規雇用、母親の多くも子どもが小さい間、短時間勤務を希望  ヒ…子育て期の   
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3）働（続き）  
④働こ伴う役割の深化   

…女性が「就労」を断念せずに「結姫・出産・子育て」ができる社会の実現を通じ、我が国の社会経済や、年金・庖療イト護を含む   
社会保障制度全体の持続可能性を確保していくという緊急的・国家的課題に関わる新たな役割が期待されるように。  

⑤ 多嶺の公費投入を受ける制度としての透明性・客観性等の要請・・・年間1兆円の公費投入がある制度となったことに伴う要請  

（4）現行の保育制度の課題   

の スピード感あるサービス量の抜本的拡充が  

現行制度は、市町村に「保育の実施義務」を課し、市町村の義務履行を通じ、保護者に保育所が利用される仕組み。  
ただし、「保育の実施義務」には「例外」が有り、保育所が足りなければ、「その他適切な保護」もあり得る（認可外のあっせんでも可）。  
このように、個人に対する利用保障が弱し†上、厳しい財政状況との兼合いから市町村の基盤整備も困難な仕組み。   
＊ 他の社会保障制度（医療・介護・障害）では、認定等でサービスの必要性が客観的に認められれば、例外なく受給権が生じ、保険者又は行政  

が、義務的にサービス利用に伴う費用を支払う仕組み。  

‡＝）認可の裁量性 参入抑制  による新規  

保育所の認可権看である都道府県に広い裁量有り。待機児童がいる市町村で客観的基準を満たしていても、必ずしも認可されず。   
＊ 他の社会保障制度（医療・介護・障害）では、客観的基準を満たした事業者は、原則として給付対象として指定される仕組み。  

iii）主催間の補助格差や運営費の使途制限等 制  参入抑  による新規  

NPOや株式会社は施設整備補助の対象外。また、運営費収入の使途制限により、既存施設による経験を活かした新規開設に制約。  

の潜在化  い保育の必要性の判断と受入保育所決定の一体実施lこ伴う需要  
市町村が保育の必要性の判断と受入保育所決定を一体的に実施。定員より過剰になると、窓口等で需要を潜在化させやすい側面。  

② 深化■多様化したニーズヘの対応  

育の必要性の判断基準のあり方  十）保  

「保育に欠ける」か否かの判断基準が条例に委ねられており、保育所が足りないと短時間就労は認めないなど、財政状況との兼合い  
等の十分な利用確保がなされていない。  等で基準を厳しくせざるを得ない傾向。また、地域により、   

旧保育の必要性の判断基準の内容  

盈盟や塵睦凰、丞塵畳だと認められにくい、‘同居親族がいると認められない等。  

揃）保護者と保育所との関係性  

実情を最も良く理解している保護者・保育所の当事者間で、より良い保育に向けた相互理解や協働をより深めていけるような、より向  

等   き合った仕組みの制度的な保障  



（居住地域にかかわらず子どもに健やかな育ちを支援する環境を保障しつつ、地域の創意工夫を活かせる  
仕組みの要請）  

（子どもの発達保障のための施設設備・従事者の資質・配置のあり方）   

iii）保育士の養成・研修・処遇等（保育の量の抜本的拡充に向けた計画的養成、専門性向上に向けた研修、処遇改善等）  
等  

④ 認可外保育施設の質の向上  

・現在、約1万箇所の認可外保育施設を約23万人の子どもが利用（認可保育所の施設数の1／2、利用児童数の約1割）。   
一部の補助・助成を除き、制度的な公費投入はない。  

・個人立の小規模施設が多く、面積基準を満たしているのは6割以上、調理室は約半数、保育士比率は約6割という現状。  
・利用者の6割は、認可保育所と比較の上で、空きがない等の理由で認可外保育施設を利用しており、すべての子どもに健やかな   

育ちを支える環境を保障するため、最低基準の到達に向けた支援が必要。また、公平性確保のための方策も要検討。  

⑤ 人口減少地域における保育機能の維持・向上  

・現行制度では、過疎地域等のための「小規模保育所」（認可保育所）の制度があるが、定員20人以上が求められる。また、   
「へき地保育所」（認可外保育施設）であれば10人で足りるものの、財政支援が一定水準にとどまる。一方、人口減少地域では、   
一般に非常に厳しい財政状況を抱えている中、すべての子どもに地域の子ども集団の中での成長を保障する必要性。   

（説 多様な保育サービスについて  

i）休日保育・夜間保育等  

・現行制度では、実施の要否を市町村の判断に委ねているが、整備が進まず（認可保育所に占める実施率は休日保育3．8％、  
間保育0．3％）。事実上、休日・夜間は認可外保育施設の利用とならざるを得ない場合が多く見られる。  

現行制度では、実施の要否を市町村の判断に委ねているが、整備が進まず（認可保育所の利用児童約2700人に1箇所、  
1市町村当たり0．4箇所）。また、現行の補助制度は、施設類型毎の単一な単価設定で、受入人数規模や実績に対応せず。  
一方、病児・病後児保育は、利用者数 の変動が大きく、運営が安定し難い特質。こうした特質と事業実績の双方に配慮した  

拡充方策が必要。  

（5）今後の保育制度の姿 （※その実現には財源確保が不可欠であることに留意が必要）  

→ 別添  
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○保育と同様に、大きな潜在需要に対応した量の抜本的拡充に向け、場所・人材の確保が大きな課題。  
はガイドライン等で対応している。  ○ 制度上の位置づけも、市町村の努力義務にとどまっており、利用保障が弱い。   

○財源面についても、裁量的補助であり、国庫補助基準額と運営費用の実態の帝離が指摘。従事者の処遇も厳しい状況。  

（2）新たな制度体系における方向性  

○質の確保を図りつつ、量的拡充を図ることが重要。小学校の活用とともに、財源確保と併せ人材確保のための処遇改善が必要。  
○基準の必要性やあり方等、制度上の位置づけー実施責任、利 用・給付方式等）、財源面の強化について、さらに検討が必要。  

3 すべての子育て家庭に対する支援について  

は、市町村の努力義務にとどまっており、実施状況に大きな地域格差。  
○ とりわけ、一時預かりについては、保育との公費投入の公平性の観点からも、一定の利用保障が求められる。  

（2）新たな制度体系における方向性  

○すべての子育て家庭に対し、子育ての孤立感・不安感・負担感の解消に向け、支援を強化する必要性。  
○一時預カ、りの保障強化に向け、制度上の位置づけ（実施責任、利用・給付方式等）卿こ検討が必要。  
○相談援助やサービス利用調整等を含む子育て支援のコーディネート機能の位置づけ、地域子育て支援拠点事業の量的拡充  

財源のあり方についてもさらに検討。  制度上の位置づけ、   や機能充実、各種事業の担い手の育成等についてさらに検討が必要。  

向けさらに検討。  ○弄り用者のより良い選択、サービスの質の確保・向上等に向け、公的主体による情報公表制度の具体化に  
○ 第三者評価制度については、評価機関の質の向上、受審促進の方策等についてさらに検討。   

5 財源■善用負担・新たな制度体系について  
○ 社会保障国民会議最終報告の指摘のとおり、少子化対策は国の社会経済や社会保障全体の持続可能性の根幹に関わるもの。   

新たな制度体系の実現には財源確保が不可欠であるが、必要な負担を次世代に先送りすることはあってはならない。社会全体  
（国・地方・事業主一個人）で重層的に支え合う仕組みが必要であることを前提に、新たな制度体系の全体像を検討する中で、   

以下の点について、引き続き検討。   
t 地方負担については、不適切な地域差が生じないような仕組み、また、公立保育所一般財源化の影響を踏まえた議論  

事業主負担については、働き方と関連の深いサービスなど受益と負担の連動、働き方の見直しを促進するような仕組み  
たな制度体系に求められる「包括性二融ヒ  

○今後、本報告を踏まえ、新たな制度体系のさらなる詳細設計に向け、税制改革の動向も踏まえながら、検討を続けていく。  
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第7回次世代育成支援のた  
めの新たな制度体系の設計  
に関する保育事業者検討会  

今後の保育制度の姿（案）  
（事務局の整理による考え方の比較表）〈概要〉  

※関係者の多様な考え方の中から典型的なもの  

（別添1）  

平成21年2月16日  

岩尾において整理したもの  

現行制度維持   新たな保育の仕組み   市場原理に基づく  

（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   直接契約・バウチャー方式   

保育制度のあり  ○ 量の拡充や、多様なニーズへの対応が  ○ 量の拡充や、多様なニーズヘの対応が  ○ 量の拡充や、多様なニーズヘの対応は、   

方に関する基本   進まないのは、制度的問題ではなく、財   進まない‘のは、財源が不十分であるだけ   市場原理に委ねることにより達成される   

的考え方   
源が不十分であるため。   でなく、制度に起因する問頴もある。   ベき。（価格を通じた需給調整に委ね  

○ 財源確保とともに、運用改善を行うべ  ○ 財源確保とともに、現行制度について  
る）  

き（現行制度を基本的に維持）。   必要な改革を行うべき。   

○ 市町村が、就労家庭か専業主婦家庭か   
等の粗い確認の下にバウチャー緬を決定。   

○ 利用確保されにくい者には、∠i皇   
ー 額を上乗せ。  

1保育の必要性   

等の判断   

（1）基本的仕組  

○ 市町村が、  ○ 市町村が、  

・i二子、   

保育の必要性・量   

優先的に利用権俣されるべき子ども  

（母子家庭、虐待等）かどうか  

保育の必要性・量  

号室虹艶。  

※ 保育の必要性・量について、受入先   

保育所の決定とは独立して判断を実施。  

→ 客観的に必要性が判断された者に   

対する例外ない壱給権付与により、   

需要も明確化。  

※ 保育所に応諾義務（正当な理由な＜   

拒んではならない1と、優先的に利用   

確保されるべき子どもの優先受入義務  

※ 受入先保育所が足りない場合は、   

保育の必要件・量について、独立した   

判断はなされず  

○ すべての子育て家庭を対象。   

（既存の財源を、就労家庭か専業主婦家   
庭か等の粗い区分により、均等にバウ   

チャー等で配分。）   

（2）判断基準の   

設定  
○ 給付対象範囲（短時間就労者、求職者等）、優先的に利用確保すべき子ども（母子家庭・   

虐待事例等）の基本的事項については国が基準を設定。（その上で、地域の実情に応じた   

基準の設定を可能に（人口減少地域での子ども集団の保障、きめ細かな判断基準等））  

（3）判断基準の   

内容  

（給付対象範囲）  

○ 就労を理由とするものについては、以下のとおり整理。  
・短晴間就労者に対しても就労量に応じた必要量を判断。  

・昼間の保育を基本としつつ、早朝・夜間など時間帯にかかわらず必要量を判断。  

・求職者に対しても必要性を認める。  

○ 就労以外の事由（同居親族の介護、保護者の疾病・障害等、虐待事例等）についても   

保障。  
○ 同居類族の有無を問わず必要性を認める。  
○ 吉葉主婦家庭に対してもー定量の一時預かりを保障。  



現行制度維持   新たな保育の仕組み   市場原理に基づく  

（「運用改善＋財源確保」案）   （「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   直接契約■バウチャー方式   

2保育の提供の  ○ 個人に一定額のバウチャーの受給権を  

仕組み  
〔義務lの履行を通じた保障）   受給権を例外なく付与。   址圭」＿【バウチャー制】  

（1）利用保障の   
○ 現行の「保育の宴施義務lに関する例  ○ 五址保育の費用の給血義盈や、地  

公規定（付近に保育所がない等やむを得  域の提供基盤の整備計画等を通じた塩倶   

基本的仕組み  ない場合は、その他適切な措置で足り   体制革備責任や利用支援（利用調馨等）  

る）については、より厳格な運用を行う  からなる真底量丘を課す。  

よう市町村に周知徹底。  

※過去、市町村の事業で同化・定着した  
ものは、一般財源化される傾向  

所の闇  ○市町村一利用者、市町村一保育  ○利用者が、一定額のバウチャーに自己  

（2）利用方式  に契約関係があり、利用者と保育所の闇  の関係・適切な関与に加え、利用者が保   負担を上乗せし、市中の事業者と直塩皇  

には利用契約なし））【現行制度維持】  育所と翌給権に基づく公的契約を結び、  組）【市場原理の直接契約】   

より向合う関係に（【新たな三者関係】  

l  

○ 幅広く利用者が選択した事業者のサー   

ビスにバウチャーの充当を可能とする。  
（市町村と保育所の間には 給付等に関   

する関係性なし） 【自由市場】  

○客観的基準を満たす事業者は、給付対象   
とする仕組みとする。【客観的基準によ   
る指定制】  

※ 施設整備費（減価償却費）については、   
運営費に相当額を上乗せを検討。  

※ 突然の撤退等により子どもの保育の確   

保が困難とならないような措置（指定の   

際の基準のあり方、公的関与のあり方、   
事業者に対する監査のあり方等）につい   

て、さらに検討。  

○ 将来の児童数減少等を勘案し、裁量性  
置   

【現行制度維持】  

○ 施設整備費や運営費の国庫負担引上げ   
等で参入を期待。  

3 参入の仕組  

○ 幅広く利用者が選択した事業者のサー   

ビスにバウチャーを充当。  
4 最低基準  ○ 客観的基準を満たす事業者を給付対象とし、保育の質を確保。  

喀）保育  
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7 認可保育所   

の質の向上  

○ 競争（市場において選択されない事業   

者の撤退）により、質の確保を図る。   
受ける子どもの視点をいか  
を図っていくことが必要。   
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 ○を支援する場の要であり、今後とも、そ  

のな  

○ 親支援の必要性、障害児の受け入れの増加、一人親家庭の増加等、家庭環境の変化等   
に伴って保育所に求められる役割や、専門性の高まり等に対応した保育の嘗の向上  
（職員配置、保育士の処遇、喜門性の確保等）について、財源確保と併せさらに検討。  

○ 施設長や保育士に対する研修の制度的保障の強化や、実務経験と研修受講を通じて  

主い   
て、財源確保と併せさらに検討。  

○ さらに、実務経験と研修受講を通じステップアップした者の配置に関しては、給付に   
おいて評価する等により、処遇改善を併せて進めていくことについて、財源確保と併せ   
さらに検討。  




